
第４回ぐるっと山武
５０ｋｍウォーク
参加者募集～新しい発見の旅～

10 月 5 日、社会福祉作業所の皆さんが、
木戸川へフナやドジョウを放流しました

昨年のサマーカーニバル
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評価単位

さ
ん
む

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
で
、
農
業
委

員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
調
製
を
行

っ
て
い
ま
す
。

 

昨
年
の
12
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け

て
配
布
さ
れ
た
「
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
書
」
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。
農
業
委
員
会
委

員
選
挙
の
選
挙
人
名
簿
は
「
申
請
主

義

」

で

あ

る

た

め

、

資

格

要

件

（
※
）
を
満
た
し
て
い
て
も
、
選
挙

人
名
簿
登
載
申
請
書
を
提
出
さ
れ
て

い
な
い
方
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
ま
せ
ん
。
農
業
委
員
会
委
員
選

挙
の
資
格
認
定
の
た
め
に
重
要
な
も

の
で
す
の
で
、
記
載
漏
れ
、
提
出
忘

れ
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

選
挙
人
名
簿
登
載
資
格
要
件
（
※
）

①
平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
山
武
市 

　

内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
４
年
４

　

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

②
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
で
耕
作
を

　

営
ま
れ
て
い
る
方

③
前
記
②
の
同
居
の
親
族
、
ま
た
は

　

配
偶
者
で
年
間
概
ね
60
日
以
上
耕

　

作
に
従
事
し
て
い
る
方

　
　

農
業
委
員
会
事
務
局☎

(80)
１
２
４
１

農
業
者
年
金
へ
の

加
入

農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
の
登
載
申
請

―
し
っ
か
り
積
み
立
て
、
が
っ
ち
り
サ

ポ
ー
ト
、安
心
で
豊
か
な
老
後
を
―

積
立
方
式
で
少
子
高
齢
化
時
代
に
強
い

年
金
（
年
金
資
産
は
安
全
か
つ
効
率
的
な

運
用
）

　

自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運

用
益
に
よ
り
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が

決
ま
る
「
積
立
式
（
確
定
拠
出
型
）」
の
年

金
で
す
。加
入
者
数
・
受
給
者
数
に
左
右

さ
れ
な
い
安
定
し
た
制
度
で
す
。

　
　農

業
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
は
誰
で
も

加
入
可

　

60
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
一
号
被
保

険
者
で
、
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す

る
方
は
誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

保
険
料
の
額
は
自
由
に
決
定

　

毎
月
の
保
険
料
は
2
0,
0
0
0
円
を

基
本
に
、
最
高
6
7
,

0
0
0
円
ま
で

1,
0
0
0
円
単
位
で
自
由
に
決
め
ら
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
は
い
つ
で
も
見
直
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

80
歳
ま
で
の
保
証
が
つ
い
た
終
身
年
金

　

年
金
は
亡
く
な
る
ま
で
受
け
取
れ
ま

大
型
特
殊
免
許
を

お
持
ち
で
す
か

　

機
械
の
大
型
化
・
高
性
能
化
に
よ

り
大
型
特
殊
免
許
が
必
要
な
農
耕
車

が
増
え
て
い
ま
す
。
あ
な
た
の
「
農
耕

車
の
規
格
」の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

大
型
特
殊
免
許
が
必
要
な
農
業
機
械

の
規
格（
道
路
交
通
法
施
行
規
則
）

　

次
の
規
格
を
１
つ
で
も
越
え
る
車

輛
を
道
路
で
運
転
す
る
と
き
は
、
大
型

特
殊
免
許
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

規
格
条
件　

小
型
特
殊
自
動
車（
農
耕
用
）

　

長
さ　

4
・
7
ｍ
以
下

　

幅　
　

1
・
7
ｍ
以
下

　

高
さ　

2
・
0
ｍ
以
下

最
高
速
度　

15
㎞
／
h
以
下

※
ヘ
ッ
ド
ガ
ー
ド
等
を
含
む
場
合
の

高
さ
は
2
・
8
ｍ
以
下
。

無
免
許
運
転
違
反
点
数　

19
点

運
転
免
許　

取
消

欠
格
期
間　

１
年

（
新
た
に
免
許
を

取
る
こ
と
の
で
き

な
い
期
間
）

　
　

農
商
工
・
観
光
課

☎
(80)
１
２
１
１

す
が
、
仮
に
加
入
者
・
受
給
者
が
80
歳
前

に
亡
く
な
っ
た
場
合
で
も
80
歳
ま
で
に

受
け
取
る
予
定
で
あ
っ
た
年
金
額
（
政
策

支
援
（
※
注
１
）
は
除
く
）
が
遺
族
に
死
亡

一
時
金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

税
制
面
で
の
メ
リ
ッ
ト
あ
り

　

保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除
（
最

高
年
額
8
0
4,
0
0
0
円
）
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

（
※
注
１
）
認
定
農
業
者
な
ど
一
定
の
要

件
を
満
た
す
方
に
は
、
保
険
料
の
国
庫
補

助
が
あ
り
ま
す
。

　

認
定
農
業
者
や
青
色
申
告
者
等
の
意

欲
あ
る
担
い
手
に
対
し
、
国
の
保
険
料
助

成
（
政
策
支
援
）
が
あ
り
ま
す
。（
経
費
を

除
い
た
農
業
所
得
が
9
0
0
万
円
以
下

で
、
60
歳
ま
で
に
20
年
以
上
加
入
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
方
）

　

興
味
の
あ
る
方
は
、
是
非
農
業
委
員
会

事
務
局
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
(80)
１
２
４
１

　

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金　

☎
０
３（
３
５
０
２
）３
９
４
２

●●

犬
の

　
　

し
つ
け
方
教
室

12広報さんむ

をに
よ

耕
車

農
耕 を

広報さんむ
2012.１月

よ車 を
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